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社会福祉施設の安全と安心のために、社会福祉施設の安全と安心のために、

1. 社会福祉施設等の態様の多様化により、自力で避難することが困難な要介護
者の入居・宿泊が常態化している施設や、福祉関係法令に位置づけられてい
ないもので社会福祉施設等と同様なサービスを提供する施設があることから、
消防法上の位置づけを明確にするため消防法施行令別表第1 における用途区
分の改正が行われました。

2. 平成25年2月の長崎市認知症高齢者グループホーム火災を契機に、ソフト面
(防火管理や近隣応援体制など) とハード面(建築構造や通報・消火設備など)
の対策について検討が行われ、消防用設備等の基準の改正がなされました。

3. 認知症高齢者グループホーム火災の対策検討の中で、障害者施設等の安全対
策についても検討がなされ、併せて改正がなされました。

〈改正の趣旨〉〈改正の趣旨〉

〈改正の概要〉〈改正の概要〉

原則として面積に関係なく、スプリンクラー設備
の設置が必要となります。
火災通報装置を自動火災報知設備と連動して起動
させることが必要となります。

スプリンクラー設備及び火災通報装置の基準が改正されました。

利用者を入居又は宿泊させる施設の場合、面積に関
係なく自動火災報知設備の設置が必要となります。

自動火災報知設備の基準が改正されました。

あなたの施設の消防法上の用途区分は？

改正された用途区分により新しく（6）項ロ又は（6）項ハになった施設

改正前から（6）項ロに該当する施設

改正前から（6）項ハに該当する施設

主な消防用設備等の設置
基準は、Fで確認してくだ
さい。

 A 「新旧用途別一覧」による新しい用途区分の消防
用設備等の設置基準が適用されます。また、改正さ
れた用途別の新しい基準が適用されます。

詳しくは、Cで確認してくだ
さい。

詳しくは、Dで確認してくだ
さい。



消防用設備等の基準の改正が行われました。消防用設備等の基準の改正が行われました。
〈改正対象の主な設備〉〈改正対象の主な設備〉

平成25年3月改正 
 (6)項ロ、ハの用途区分の見直し 

平成25年12月改正 
(6)項ロ、ハの消防用設備等の設置強化 

スプリンクラー設備の設置の見直し 
(6) 項ロの施設で面積に関係なく
（一部施設は275㎡以上）

自動火災報知設備の設置の見直し 
(6) 項ハ(入居施設等に限る)で面積に
関係なく

火災通報装置の起動方法の見直し 
(6) 項ロの施設の装置は自動火災報知
設備の作動と連動して起動

消火器、漏電火災警報器、誘導灯 

屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、
自動火災報知設備、ガス漏れ警報設備、
火災通報装置、非常警報設備、避難器具 

施行日及び既存施設の経過措置

新築はH27.4/1～全て適用

施行日

〈施行スケジュール〉〈施行スケジュール〉

▼H27.4/1 ▼H28.3/31 ▼H30.3/31▼H29 .3/31

自動火災報知設備 スプリンクラー設備

自動火災報知設備の作動と
連動した火災通報装置

▼H27.4/1 ▼H28.3/31 ▼H30.3/31▼H29 .3/31



老人短期入所施設

養護老人ホーム

特別養護老人ホーム

有料老人ホーム (一部 )

介護老人保健施設

老人短期入所事業を行う施設

認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設

救護施設

乳児院

障害児入所施設

障害者支援施設 (一部 )

短期入所を行う施設 (一部 )

共同生活介護を行う施設 (一部 )

老人デイサービスセンター

軽費老人ホーム

老人福祉センター

老人介護支援センター

有料老人ホーム (一部 )

老人デイサービス事業を行う施設

小規模多機能型居宅介護事業を行う施設

更生施設

助産施設

保育所

児童養護施設

障害児入所施設

児童自立支援施設

児童家庭支援センター

児童発達支援センター

情緒障害児短期治療施設

児童発達支援若しくは放課後等デイサービス事業を行う施設

身体障害者福祉センター

障害者支援施設 (一部 )

地域活動支援センター

福祉ホーム

( 障害者のための ) 生活介護、短期入所、

共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、

就労継続支援、共同生活援助を行う施設 (一部 )

平成27年3月末まで

(6)項ロ(自力避難困難者入所福祉施設等 )

(6)項ハ(老人福祉施設、児童養護施設等 )

平成27年4月1日から

(１）（高齢者施設）
老人短期入所施設
養護老人ホーム
特別養護老人ホーム
軽費老人ホーム※1
有料老人ホーム※1
介護老人保健施設
老人短期入所事業を行う施設
小規模多機能型居宅介護事業を行う施設※1
認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設
その他これらに類するもの※2

(２）（生活保護者施設）
救護施設

（３）（児童施設）
乳児院

（４）（障害児施設）
障害児入所施設

（５）（障害者施設）
障害者支援施設※3
短期入所を行う施設又は
共同生活援助を行う施設※3(「短期入所等施設」)

（１）（高齢者施設）
老人デイサービスセンター
軽費老人ホーム※4
老人福祉センター
老人介護支援センター
有料老人ホーム※4
老人デイサービス事業を行う施設
小規模多機能型居宅介護事業を行う施設※4
その他これらに類するもの※5

（２）（生活保護者施設）
更生施設

（３）（児童施設）
助産施設
保育所
幼保連携型認定こども園　　　　　　　　
児童養護施設
児童自立支援施設
児童家庭支援センター
一時預かり事業を行う施設
家庭的保育事業を行う施設
その他これらに類するもの※6

（４）（障害児施設）
児童発達支援センター
情緒障害児短期治療施設
児童発達支援若しくは放課後等デイサービス事業を行う施設

（５）（障害者施設）
身体障害者福祉センター
障害者支援施設※7
地域活動支援センター
福祉ホーム
( 障害者のための ) 生活介護、短期入所、自立訓練、
就労移行支援、就労継続支援若しくは
共同生活援助を行う施設※8

旧 新

新旧用途別一覧（平成27年4月1日施行）

（注）新しく用途区分が追加・変更された施設を赤字で記載しています。

A 新旧用途別一覧（平成27年4月1日施行）



※４ (6) 項ロ (1)（高齢者施設）に掲げるものを除く。
※5 (6) 項ハ (1)「その他これらに類するもの」 ⇒ （規則5条6項）

※6 (6) 項ハ (3) 「その他これらに類するもの」 ⇒ （規則5条7項）

※7 (6) 項ロ (5)（障害者施設）に掲げるものを除く。
※8 (6) 項ロ (5)（障害者施設）短期入所等施設を除く。

(6)項ロ関係

(6)項ハ関係

・「避難が困難な要介護者を主として入居させる」とは、「介護保険法の要介護状態区分が３～５の者」
を対象とし、その入居者が、施設全体の定員の半数以上であることを目安として判断する。
・「避難が困難な要介護者を主として宿泊させる」とは、宿泊業務が常態化し、「介護保険法の要介護
状態区分が３～５の者」の割合が、当該施設の宿泊利用者全体の半数以上であることを目安として判
断する。（⇒H26.3 消防予第81号）

・「避難が困難な障害者等」とは、「障害者総合支援法の障害支援区分が４～６の者」を対象とし、定
員の概ね８割を超えることを目安とし判断する。（⇒H26.3 消防予第81号）

老人に対して、業として入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練又は看護若しくは療養上の管理その他
の医療を提供する施設。

業として、乳児若しくは幼児を、一時的に預かる施設又は業として乳児若しくは幼児に保育を提供する施設。

※１ 避難が困難な要介護者を主として入居（宿泊）させるもの ⇒ （規則5条3項）

避難が困難な要介護者を主として入居（宿泊）させ、業として入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓
練又は看護若しくは療養上の管理その他の医療を提供する施設。

※２(6) 項ロ (1)「その他これらに類するもの」 ⇒ （規則5条4項）

※3 避難が困難な障害者を主として入所させるもの ⇒ （規則5条5項）

用途変更に係る留意事項用途変更に係る留意事項

・消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について（H25.3.27 消防予第120 号）

〈主な改正通知等一覧〉〈主な改正通知等一覧〉

◎用途区分が変更となった改正法令

・消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について（通知）
　（H25.3.27 消防予第121号）

○消防法施行令改正に伴う運用等について

・消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について（H25.12.27 消防予第492 号）
◎火災を契機として消防用設備等の設置が強化された改正法令

・消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について( 通知 )
　（H26.3.14 消防予第81 号）

○消防法施行令改正に伴う運用等について

・消防法施行規則の一部を改正する省令の公布について（H26.3.26 消防予第101 号）
○スプリンクラー設備の設置を要しない構造等の基準

・小規模社会福祉施設等に対する消防用設備等の技術上の基準の特例の適用について
　（H26.3.28 消防予第105 号）

○スプリンクラー設備の設置を要しないこととする特例基準

・入居者等の避難に要する時間の算定方法等を定める件等の公布について
　（H26.3.28 消防予第110 号）

○スプリンクラー設備の設置を緩和する際の避難に関する基準

・ 消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について（通知）（H26.3.28 消防予第118 号）
○障害者施設等に係る設置の運用等について

B



(6) 項ロ (1) 高齢者施設
(3)児童施設

平成 27年
4月1日

既存の建物は
平成 30 年
3月31日
まで
経過措置期間

(6) 項ロ、
これら施設を含む (16) 項イ

自動火災報知設備と連動して起
動する。(「防災センター」に
設置されるものは除かれる。)

(6)項ロ「新たに施行される消防用設備等の設置基準」(6)項ロ「新たに施行される消防用設備等の設置基準」

(6)項ハ「新たに施行される消防用設備等の設置基準」(6)項ハ「新たに施行される消防用設備等の設置基準」

対　　　象

(スプリンクラー設備・火災通報装置）

改 正 内 容設 備 施　行

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備

火
災
通
報
装
置

対　　　象設 備 施　行

300㎡未満の施設にも設置が
必要

自
動
火
災
報
知
設
備

平成 27年
4月1日

既存の建物は
平成 30 年
3月31日
まで
経過措置期間

令
12条1項

令
21条1項

規則
25条3項

「介助がなければ避難できない者を主として入所させるもの」とは、乳児、幼児や障害支援区分
4以上の者であって、規則12条の3で規定する認定調査項目（「移乗」等）の6項目のいずれか
において、「支援が必要」等に該当する者が、利用者の概ね8割を超える施設をいう。

改 正 内 容

(6) 項ハ ( 利用者を入居又は宿泊
させる施設に限る。) 

「入居又は宿泊させる」とは、施設の利用者が夜間に就寝するもので、入院や入所も含む。
（H26.3 消防予第118号）
　
300㎡未満（特定一階段等防火対象物を除く。）の施設の場合、特定小規模施設用自動火災報
知設備の設置が可能となる。

(6) 項ロ (2) 生活保護者施設
(4) 障害児施設
(5) 障害者施設

の防火対象物で、介助がなけれ
ば避難できない者を主として入所
させるもの。

275㎡未満の施設にも設置が必要

火災発生時の延焼を抑制する機能
を備える構造の施設は除かれる。

C

D



規則
12条
の2
1項1号

規則
12 条
の2
1項2号

規則
12 条
の2
2項1号

規則
12 条
の2
2項2号

規則
12 条
の2
3項

上記項目に該当しない施設は、スプリンクラー設備の設置が必要です。
設置・免除等に関わる具体的な事柄は、お近くの消防機関に相談してください。

Ⅰ  内装不燃化 
○避難経路を準不燃材料
○その他の部分を難燃材料

廊下  

居室  居室  居室  共用室 倉庫  

Ⅱ  内装不燃化を要しない 

① 居室区画（扉は自動閉鎖）
② 煙感知器
③ 各居室の開口部
　・屋内外から容易に開放
　・幅員１m以上の空地に面する。
　・避難できる大きさ等
④ ２方向避難が確保されている。
⑤ 火災の影響の少ない時間内に
　 屋外へ避難できること。

 

 

廊下 

居室  居室  居室 共用室  倉庫  

 

 

 

 

 
 

   

   

   
   

屋外

 

 

 
 

 

1  1
1

1

222 2

3 3 3 3

2

１ｍ以上１ｍ以上

※　　は2方向避難の経路

スプリンクラー設備の設置を要しない構造スプリンクラー設備の設置を要しない構造

延べ面積1,000㎡以上（基準面積）
　　○防火区画
　　　・居室を耐火構造の壁、床で区画
　　　・区画は200㎡以下
　　○内装制限あり（同上）
　　○扉は特定防火設備

延べ面積1,000㎡未満（基準面積）
　　○防火区画
　　　・居室を準耐火構造の壁、床で区画
　　　・区画は100㎡以下かつ 4以上の居室を含まない。
　　○内装制限あり（避難経路は準不燃材料、その他の部分（居室を含む。）　　
　　　は難燃材料）
　　○扉は防火設備で自動的に閉鎖する。

延べ面積100㎡未満
　　○単一用途
　　○入居者が利用する居室が避難階

延べ面積100㎡未満
　　○単一用途
　　○入居者が利用する居室が避難階

共同住宅の一部を施設としたもの（他の用途は存しないもの）
　　○施設部分の延べ面積の合計275㎡未満
　　○防火区画
　　　・施設部分の各住戸を準耐火構造の壁、床で区画（扉は防火設備）
　　　・施設部分の各住戸が100㎡未満
　　○住戸内
　　　・居室および通路に煙感知器
　　　・避難経路（他の居室を通過しない。）
　　　・居室の通路側扉は自閉式で不燃材料
　　○内装制限あり（避難経路は準不燃材料、その他の部分（居室を含む。）は難燃材料）

従
来
の
構
造

E

新
た
に
設
け
ら
れ
た
構
造



日本消防設備安全センター
違反是正支援センター
URL http://www.fesc.or.jp/ihanzesei/

構造・階数等によって設置基準が異なる場合があります。
設置・免除等に関わる具体的な事柄は、お近くの消防機関に相談してください。

(6) 項ロ　（自力避難困難者入所福祉施設等）

消火器

屋内消火栓設備

スプリンクラー設備

スプリンクラー設備

自動火災報知設備

漏電火災警報器

火災通報装置 ※

※火災通報装置とは、消防機関へ通報する火災報知設備

改正になった
設置基準

改正になった
設置基準

改正になった
設置基準

非常警報設備

避難器具

誘導灯

消火器

屋内消火栓設備

自動火災報知設備

漏電火災警報器

火災通報装置 ※

非常警報設備

避難器具

誘導灯

全　部

延べ面積 700 ㎡以上

延べ面積 700 ㎡以上

全　部　（一部施設は延べ面積275㎡以上）

全　部

延べ面積 300 ㎡以上

全　部
（自動火災報知設備と連動して起動）

収容人員50人以上

20人以上

全　部

(下階に(1)項から(4)項まで、(9)項、(12)項イ、（13)項イ、(14)項、
(15)項がある場合は10人以上 )

(6) 項ハ　（老人福祉施設、児童養護施設等）

延べ面積 150 ㎡以上

床面積合計 6,000 ㎡以上

全部
（入居・宿泊させるもの）

延べ面積300㎡以上
（入居・宿泊させるもの以外）

延べ面積 300 ㎡以上

延べ面積 500 ㎡以上

収容人員50人以上

20人以上

全　部

(下階に(1)項から(4)項まで、(9)項、(12)項イ、（13)項イ、(14)項、
(15)項がある場合は10人以上 )

社会福祉施設の主な消防用設備等社会福祉施設の主な消防用設備等F

お問い合わせ先



⑵ 公表の対象となる違反 
  屋内消火栓設備，スプリンクラー設備又は自動火災報知設
備の未設置等 

 

違反公表制度の概要 

⑴ 公表の対象となる防火対象物 
  百貨店，ホテル・旅館，病院・社会福祉施設等の不特定多数
の者が出入りする建物（特定防火対象物） 
 
 
 
 

 
 

 

  
 生活安全情報を適切に提供する観点から，建物の利用者自らが防火安全に関する
情報を確認できるよう，消防機関が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反に
係る情報を公表することを目的とするものであある。 

 

目的 実施時期 

⑷ 公表の方法 
  市のホームページの掲載により公表  

⑸ 公表する事項 
 

  ① 建物の名称 
 

  ② 建物の所在地 
 

  ③ 違反の内容 
     （違反指摘事項，根拠法令，違反の位置等）  

市ＨＰ 

⑶ 公表までの流れ 
 

 立入検査 → 結果通知（公表の事前予告） → 違反継続 → 公表 

内容 

屋内消火栓設備 スプリンクラー設備 自動火災報知設備 百貨店 ホテル 病院 

     

平成２９年１月１日～ 

  【問合せ先】 
     旭川市消防本部予防指導課（査察担当） 
     〒070-8525 旭川市7条通10丁目 
      TEL 0166-25-1123 FAX 0166-23-9966 


